
2021 年 8月 26 日 

東海会 会員・準会員 各位 

 

緊急事態宣言発令の期間 

東海会事務局一時閉鎖のお知らせ 
 

日本公認会計士協会東海会 

会長 久松 但 

 

時下、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素より当会会務にご理解ご協力

を賜り、誠にありがとうございます。 

 

愛知県に 8月 27日から緊急事態宣言が再発令されることが決定しました。 

 

政府の要請および協会の会務運営方針に則り、愛知県に緊急事態宣言が発令されている

期間は、事務局スタッフは全員在宅勤務とし事務所を閉鎖させていただくこととなりまし

た。 

 

そのため、期間中のお問合せは、メールまたはお電話でご連絡くださいますようお願い

申し上げます。 

東海会事務局（代表E-mail：tokai@sec.jicpa.or.jp TEL：052-533-1112） 

 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげま

す。 

 

【期間】（8月 27 日から） 

愛知県に緊急事態宣言が発令されている期間中 

 

※但し、8/28 8/29 9/4 9/5 の補習所の追考査は予定通り実施します。 

以上 
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